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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラントの動特性を模擬し、上記プラントの監視・制御のための運転訓練をする運転訓
練用シミュレータが複数台、ネットワークを介して接続可能な運転訓練用シミュレータシ
ステムであって、
　上記各運転訓練用シミュレータは、
　上記プラントの監視及び操作の運転訓練を行うために用いられるオペレータコンソール
、
　このオペレータコンソールにおける操作に応じて、上記プラントの動特性の模擬を行う
プラント模擬モデルサーバを備え、
　それぞれ独立して上記運転訓練を行なえるように構成されるとともに、
　いずれかの上記運転訓練用シミュレータは、
　上記運転訓練の運用を行うために用いられるインストラクタコンソールを備え、
　上記インストラクタコンソールは、
　他の運転訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサーバに当該インストラクタコンソ
ールを、上記ネットワークを介して接続するサーバ接続手段と、
　このサーバ接続手段によって接続された他の運転訓練用シミュレータのプラント模擬モ
デルサーバを、自運転訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサーバと同時に運転訓練
の開始及び停止を行う同時操作手段とを有することを特徴とする運転訓練用シミュレータ
システム。
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【請求項２】
　上記インストラクタコンソールは、上記サーバ接続手段によって接続されたプラント模
擬モデルサーバを備えた他の運転訓練用シミュレータに対し、訓練情報の送信を要求する
訓練情報要求手段と、
　この要求に対して上記他の運転訓練用シミュレータから送信された訓練情報を表示する
訓練情報表示手段とを有することを特徴とする請求項１記載の運転訓練用シミュレータシ
ステム。
【請求項３】
　上記オペレータコンソールは、他の運転訓練用シミュレータから訓練情報の送信を要求
された場合に、この要求された訓練情報を上記他の運転訓練用シミュレータに送信する訓
練情報送信手段を有することを特徴とする請求項２記載の運転訓練用シミュレータシステ
ム。
【請求項４】
　複数の上記運転訓練用シミュレータが上記インストラクタコンソールを備え、
　複数の上記運転訓練用シミュレータの上記インストラクタコンソールを用いた上記運転
訓練の運用を可能にしたことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項記載の運
転訓練用シミュレータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プラントの応動を模擬し、プラントの監視及び操作を行う運転員に対する
運転訓練を行う運転訓練用シミュレータシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の運転訓練シミュレータにおいては、複数の箇所で同時に運転訓練が行えるように
したものがある。（例えば、特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０９５２８号公報（第５～８頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の運転訓練シミュレータは、シミュレータの設置場所毎に指導員を配置して訓練の
開始、中断及び再開を行う必要があり、指導員が少ない組織では複数の設置場所での同時
訓練を実施することができないという問題があった。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、一人の指導員に
より複数の設置場所での同時訓練を実施することができる運転訓練用シミュレータシステ
ムを得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係わる運転訓練用シミュレータシステムにおいては、プラントの動特性を模
擬し、プラントの監視・制御のための運転訓練をする運転訓練用シミュレータが複数台、
ネットワークを介して接続可能な運転訓練用シミュレータシステムであって、各運転訓練
用シミュレータは、プラントの監視及び操作の運転訓練を行うために用いられるオペレー
タコンソール、このオペレータコンソールにおける操作に応じて、プラントの動特性の模
擬を行うプラント模擬モデルサーバを備え、それぞれ独立して運転訓練を行なえるように
構成されるとともに、いずれかの運転訓練用シミュレータは、運転訓練の運用を行うため
に用いられるインストラクタコンソールを備え、インストラクタコンソールは、他の運転
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訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサーバに当該インストラクタコンソールを、ネ
ットワークを介して接続するサーバ接続手段と、このサーバ接続手段によって接続された
他の運転訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサーバを、自運転訓練用シミュレータ
のプラント模擬モデルサーバと同時に運転訓練の開始及び停止を行う同時操作手段とを有
するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、プラントの動特性を模擬し、プラントの監視・制御のための運転訓
練をする運転訓練用シミュレータが複数台、ネットワークを介して接続可能な運転訓練用
シミュレータシステムであって、各運転訓練用シミュレータは、プラントの監視及び操作
の運転訓練を行うために用いられるオペレータコンソール、このオペレータコンソールに
おける操作に応じて、プラントの動特性の模擬を行うプラント模擬モデルサーバを備え、
それぞれ独立して運転訓練を行なえるように構成されるとともに、いずれかの運転訓練用
シミュレータは、運転訓練の運用を行うために用いられるインストラクタコンソールを備
え、インストラクタコンソールは、他の運転訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサ
ーバに当該インストラクタコンソールを、ネットワークを介して接続するサーバ接続手段
と、このサーバ接続手段によって接続された他の運転訓練用シミュレータのプラント模擬
モデルサーバを、自運転訓練用シミュレータのプラント模擬モデルサーバと同時に運転訓
練の開始及び停止を行う同時操作手段とを有するので、一人の指導員が、それぞれ独立に
運転訓練を行なう複数の訓練生を同時に指導することが可能になるものです。

【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１による運転訓練シミュレータのサーバ接続手段の処理を
示すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１による運転訓練シミュレータの同時操作手段の処理を示
すフローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態２による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
【図５】この発明の実施の形態２による運転訓練シミュレータの他の運転訓練シミュレー
タとのやり取りを示すフローチャートである。
【図６】この発明の実施の形態３による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
【図７】この発明の実施の形態４による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
　図１において、運転訓練シミュレータ１ａ（運転訓練用シミュレータ）は、訓練のシス
テム環境の管理及び訓練生の操作に応じてプラント動特性の模擬を行うプラント模擬モデ
ルサーバ２ａと、指導員が訓練の運用及び管理を行うインストラクタコンソール３ａと、
訓練生がプラントの監視及び操作の訓練を行うためのオペレータコンソール４ａと、ネッ
トワークの伝送制御を行うルータ５ａとをそれぞれローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）６ａに接続し、ルータ５ａを広域ネットワーク（ＷＡＮ）７に接続した構成をもってい
る。
　インストラクタコンソール３ａは、後述する任意数のプラント模擬モデルサーバに接続
するためのサーバ接続手段３１ａと、サーバ接続手段３１ａにて接続したプラント模擬モ
デルサーバを同時に動作させる同時操作手段３２ａを有する。
　運転訓練シミュレータ１ｂは、インストラクタコンソール３ａを除き、運転訓練シミュ
レータ１ａと同じ構成である。運転訓練シミュレータ１ａ内の構成に相応する部分には、
符号のａに代えてｂを付与している。
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　なお、図１では、運転訓練シミュレータ１ａ、１ｂの２台だけ接続されているが、さら
に多くの運転訓練シミュレータが、広域ネットワーク７に接続された構成であってもよい
。
【００１０】
　次に、インストラクタコンソール３ａから複数の運転訓練シミュレータを同時に訓練開
始及び停止の操作を行うまでの動作について説明する。
　指導員は、インストラクタコンソール３ａのサーバ接続手段３１ａを用いて、運転訓練
シミュレータ１ｂのプラント模擬モデルサーバ２ｂに接続する。この場合の処理について
、図２を用いて説明する。
　サーバ接続手段３１ａは、指導員の要求を受けて起動し、起動時点で、電源が入ってい
る全ての運転訓練シミュレータ１ｂ他を、予め登録済みのＩＰアドレスを基にローカルエ
リアネットワーク６ａ、６ｂ、広域ネットワーク７を通じて検索し（ステップＳ１）、イ
ンストラクタコンソール３ａのモニタに接続可能な運転訓練シミュレータのリストとして
表示する（ステップＳ２）。
　指導員は、表示されたリストから同時に訓練を実施する任意数の運転訓練シミュレータ
を選択し、接続する（ステップＳ３）。
【００１１】
　次に、指導員は、インストラクタコンソール３ａの同時操作手段３２ａから複数の訓練
を同時に開始及び停止を行う。この場合の処理について、図３を用いて説明する。
　指導員が、インストラクタコンソール３ａで、例えば開始・停止ボタンを押す等の、訓
練の開始または停止の操作を行う（ステップＳ１１）ことで、同時操作手段３２ａが起動
する。
　同時操作手段３２ａは、プラント模擬モデルサーバ２ａと、サーバ接続手段３１ａで接
続したプラント模擬モデルサーバ２ｂに対して、訓練の開始または停止の指令を同時に発
信する（ステップＳ１２）。
　同時操作手段３２ａから指令を受けたプラント模擬モデルサーバ２ａ、２ｂは、シミュ
レーションを開始または停止すると共に、訓練生の運転操作訓練の開始または停止を実行
する（ステップＳ１３）。
【００１２】
　実施の形態１によれば、一人の指導員が複数の訓練生を同時に指導することが可能にな
り、各所に指導員を配置する必要がなくなる。
　また、運転訓練シミュレータの設置場所毎で異なる訓練の実施が可能になる。
【００１３】
実施の形態２．
　図４は、この発明の実施の形態２による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
　図４において、１ａ～６ａ、１ｂ、２ｂ、４ｂ～６ｂ、７、３１ａ、３２ａは図１にお
けるものと同一のものである。図４では、インストラクタコンソール３ａに、全訓練生の
操作状況を監視する訓練状況監視手段３３ａ（訓練情報表示手段）と、各訓練生が使用す
るオペレータコンソールに対して訓練情報の送信を要求する訓練情報要求手段３４ａとを
付加している。
　また、オペレータコンソール４ｂに、インストラクタコンソール３ａの訓練情報要求手
段３４ａからの要求を受けて訓練情報を送信する訓練情報送信手段４１ｂを付加した構成
となっている。
【００１４】
　次に、運転訓練を開始してから、インストラクタコンソール３ａで訓練生が操作するオ
ペレータコンソール４ａ、４ｂの画面等の訓練情報を取得し、表示するまでの動作につい
て説明する。
　運転訓練開始後、指導員は、インストラクタコンソール３ａで、訓練情報要求手段３４
ａを用いて、オペレータコンソール４ｂに訓練情報の送信要求を送る。
　この処理について、図５を用いて説明する。
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　訓練情報要求手段３４ａは、指導員の要求を受けて起動する。訓練情報要求手段３４ａ
は、予め登録済みのオペレータコンソール４ｂのＩＰアドレスを基に、オペレータコンソ
ール４ｂに対して、ローカルエリアネットワーク６ａ、広域ネットワーク７、ローカルエ
リアネットワーク６ｂを通じて、訓練情報の送信要求を発信する（ステップＳ２１）。
【００１５】
　訓練情報送信手段４１ｂは、訓練情報要求手段３４ａからの訓練情報の送信要求を受け
て起動する。訓練情報送信手段４１ｂは、インストラクタコンソール３ａに対し、例えば
、オペレータコンソール４ｂの操作画面等の訓練情報を、ローカルエリアネットワーク６
ｂ、広域ネットワーク７、ローカルエリアネットワーク６ａを通じて送信する（ステップ
Ｓ２２）。
　訓練状況監視手段３３ａは、指導員の要求を受けて起動する。訓練状況監視手段３３ａ
は、訓練情報送信手段４１ｂから送信された訓練情報を受信し、インストラクタコンソー
ル３ａのモニタに受信した訓練情報を表示する（ステップＳ２３）。
【００１６】
　実施の形態２によれば、インストラクタコンソールで全訓練生の訓練状況を監視するこ
とができる。
【００１７】
実施の形態３．
　図６は、この発明の実施の形態３による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
　図６において、１ａ～６ａ、１ｂ、２ｂ、４ｂ～６ｂ、７、３１ａ、３２ａは図１にお
けるものと同一のものである。図６では、運転訓練シミュレータ１ｂに、インストラクタ
コンソール３ｂを付加し、インストラクタコンソール３ｂが、サーバ接続手段３１ｂと同
時操作手段３２ｂを備えた構成となっている。
【００１８】
　運転訓練では、指導員が２～４人の少人数で訓練生を指導する場合もある。そのため、
実施の形態１では、少人数の指導員が複数ある運転訓練シミュレータの内、１カ所に集ま
ってから訓練を行う必要があり、遠隔地にいる指導員は訓練の参加が困難である。
　そこで、実施の形態３の運転訓練シミュレータは、図６のように構成し、複数のインス
トラクタコンソール３ａ、３ｂからの同時操作指令を、全ての運転訓練シミュレータのプ
ラント模擬モデルサーバに対して発信するようにした。
【００１９】
　実施の形態３によれば、少人数の指導員が１カ所に集まらなくても、複数の運転訓練の
開始／停止操作を行うことが可能になる。
【００２０】
実施の形態４．
　図７は、この発明の実施の形態４による運転訓練シミュレータを示す構成図である。
　図７において、１ａ～６ａ、１ｂ～６ｂ、７、３１ａ、３２ａ、３１ｂ、３２ｂは図１
におけるものと同一のものである。図７では、インストラクタコンソール３ａに、訓練状
況監視手段３３ａと訓練情報要求手段３４ａとを付加し、インストラクタコンソール３ｂ
に、訓練状況監視手段３３ｂと訓練情報要求手段３４ｂとを付加している。
　さらに、オペレータコンソール４ａに訓練情報送信手段４１ａを付加し、オペレータコ
ンソール４ｂに訓練情報送信手段４１ｂを付加した構成となっている。
【００２１】
　実施の形態４は、図７のように構成し、実施の形態２と実施の形態３とを併せ持つ構成
とした。実施の形態２と同様にして、各オペレータコンソールは、訓練情報を各インスト
ラクタコンソールに送信し、各インストラクタコンソールでは、全訓練生の訓練状況を監
視することができるようになる。
【００２２】
　実施の形態４によれば、少人数の指導員が１カ所に集まらなくても、複数の運転訓練の
開始／停止操作を行うことが可能になるとともに、各指導員が離れた場所にいても、指導
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員間で訓練状況を情報共有することができる。
【００２３】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００２４】
１　運転訓練シミュレータ、２　プラント模擬モデルサーバ、
３　インストラクタコンソール、４　オペレータコンソール、５　ルータ、
６　ローカルエリアネットワーク、７　広域ネットワーク、３１　サーバ接続手段、
３２　同時操作手段、３３　訓練状況監視手段、３４　訓練情報要求手段、
４１　訓練情報送信手段。
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